
　

現
在
、地
方
自
治
体（
市
町
村
や
県
）は
、

国
が
集
め
た
財
源
の
中
か
ら
交
付
さ
れ
る

補
助
金
な
ど
を
受
け
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
補
助
金

は
、
地
方
自
治
体
が
使
い
道
を
決
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
地
方
自
治

体
が
自
主
的
に
財
源
の
確
保
を
行
い
、
住

民
に
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
よ
く

提
供
す
る
た
め
、
所
得
税
の
割
合
を
減
ら

し
、
市
県
民
税
の
割
合
を
増
や
す
「
税
源

移
譲
」
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
税
率
が
一
律
10
％
に
な
り
ま
す

　

市
県
民
税
の
税
率
は
、
こ
れ
ま
で
は
所

得
に
応
じ
て
３
段
階
に
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
19
年
度
か
ら
は
、
所
得
額
に
か

か
わ
ら
ず
一
律
10
％
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
国
が
集
め
る
所
得
税
の

税
率
も
変
更
さ
れ
ま
す
。

●
税
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん

　

市
県
民
税
が
増
え
て
も
、
税
率
変
更
に

よ
っ
て
所
得
税
が
減
り
ま
す
。
ま
た
、
市

県
民
税
と
所
得
税
の
人※

１

的
控
除
の
差
に
よ

る
負
担
増
を
調
整
す
る
た
め
、
状
況
に
応

じ
て
市
県
民
税
の
減
額
措
置
が
と
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
税
源
移
譲

前
と
移
譲
後
の
「
所
得
税
＋
市
県
民
税
」

の
納
税
者
の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

●
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

　

景
気
対
策
の
た
め
に
、
平
成
11
年
度
か

ら
暫
定
的
な
軽
減
措
置
と
し
て
導
入
さ
れ

て
い
た
「
定
率
減
税
」
が
、
最
近
の
経
済

状
況
を
踏
ま
え
て
廃
止
さ
れ
ま
す
。

【
市
県
民
税
】

平
成
18
年
度
分
は
、
税
額
の
７
・
５
％

（
上
限
２
万
円
）
が
税
額
か
ら
控
除
さ

れ
ま
す
が
、
平
成
19
年
度
か
ら
は
廃

止
さ
れ
ま
す
。

【
所
得
税
】

平
成
18
年
分
は
、
税
額
の
10
％
（
上

限
12
万
５
０
０
０
円
）
が
税
額
か
ら

控
除
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
19
年
１
月

か
ら
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

※
景
気
回
復
対
策
だ
っ
た
定
率
減
税
措
置
の

廃
止
や
収
入
の
増
減
な
ど
、別
の
要
因
に
よ

っ
て
実
際
の
負
担
額
は
変
わ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
変
わ
る
の
？

課税所得 税率
200万円以下 ５％
200万円超700万円以下 10％
700万円超 13％

平成18年度分まで
課税所得 税率

一律 10％

課税所得 税率
330万円以下 10％

330万円超900万円以下 20％

900万円超1800万円以下 30％

1800万円超 37％

▼

課税所得 税率
195万円以下 ５％
195万円超330万円以下 10％
330万円超695万円以下 20％
695万円超900万円以下 23％
900万円超1800万円以下 33％
1800万円超 40％

【市県民税】

【所得税】

▼

ど
う
変
わ
る
の
？

移譲後

 

行政
サービス

住民税
＋３兆円

所得税
ー３兆円

国庫補助金
国

住民 地方

 

移譲前

行政
サービス

住民税

所得税 国庫補助金
国

住民 地方
 

 

 

▼

【市県民税】

【所得税】 平成18年分まで

平成19年度分から

平成19年分から
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